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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年９月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２９年１２月１４日 ２１時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県西之表
にしのおもて

市喜
き

志
し

鹿
か

埼北東方沖 

 喜志鹿埼灯台から真方位０４５°１２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３０°５８.６′ 東経１３１°１３.４′） 

事故の概要  漁船第三十八昌
しょう

徳
とく

丸は、揚網作業中、甲板員が負傷した。 

事故調査の経過  平成２９年１２月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十八昌徳丸、１９トン 

 ＫＧ２－３３６０（漁船登録番号）、有限会社昌徳丸 

 １７.７３ｍ（Lr）×５.５４ｍ×１.８９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１９０、平成９年６月２９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５３年６月２日 

  免許証交付日 平成２９年１０月２日 

         （平成３５年７月２５日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ５０歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 東、風力 ４ 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過 本船は、４隻で構成するまき
．．

網船団の網船で、船長及び甲板員Ａほ

か５人が乗り組み、喜志鹿埼北東方沖の操業海域で、平成２９年１２

月１４日２０時００分ごろ揚網作業を開始した。 

 乗組員は、全員が右舷側の舷縁上部に設置されたサイドローラに沿

って並び、甲板員Ａが、船尾側から２人目の所で揚網作業に当たって

いた。 

 甲板員Ａは、網が狭められて、魚をすくう段階となった際、魚の重

さで網が海中に沈まないよう、‘サイドローラに巻き込ませて網を留

める作業’（以下「本件巻込み作業」という。）を行おうとして、左手
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で網を持って回転中のサイドローラの下方に網を巻き込ませようと挟

み込んだところ、左手が網とサイドローラとの間に挟まれ、２１時０

０分ごろ左腕がサイドローラに巻き込まれた。 

 船長は、船尾側から４人目の船橋壁の横で他の乗組員と共に揚網作

業に当たっていたところ、甲板員Ａの異変に気付き、サイドローラを

停止させようと思ったときに、先に気付いた甲板員Ａの隣の最船尾で

作業を行っていた甲板員（以下「甲板員Ｂ」という。）が操作レバー

に駆け寄って行き、止めたところを見た。 

 甲板員Ａは、サイドローラに左腕の頸
けい

部付近まで巻き込まれ、船長

が操作レバーでサイドローラを逆回転させ、船長及び甲板員Ｂにより

救出された。 

 甲板員Ａは、本船で鹿児島県肝付町内之浦漁港へ向かい、同漁港か

ら救急車で鹿児島県鹿屋市内の病院を経由し、ドクターヘリで鹿児島

市内の病院へ搬送された。 

 甲板員Ａは、搬送先の病院で、頸髄損傷、第６頸椎脱臼骨折、左上

腕骨骨折と診断された。 

（写真１～写真３、付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船右舷側の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲板員Ａの作業場所 

サイドローラ 
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写真２ 本船右舷側の甲板員Ａの作業場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 甲板員Ａがサイドローラに左腕を巻き込まれた状況 

その他の事項  甲板員Ａは、本船に約１年間乗船し、本件巻込み作業を何度も経験

しており、ふだんは甲板員Ｂと声を掛け合い、甲板員Ａが、サイドロ

ーラの回転を止めてから甲板員Ｂと共に本件巻込み作業を始めていた

が、本事故時、甲板員Ｂに声を掛けた後、初めて１人でサイドローラ

を回転させた状態で本件巻込み作業を行った。 

 船長は、本事故時、網に魚が大量に入っていたので、甲板員Ａが興

奮状態であったのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、喜志鹿埼北東方沖で揚網作業中、甲板員Ａが、サイドロー

ラを回転させた状態で本件巻込み作業を行ったことから、左手が網と

同ローラとの間に挟まれ、左腕が同ローラに巻き込まれて負傷したも

のと考えられる。 

操作レバー 

甲板員Ａの作業場所 

船尾側 
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甲板員Ａは、本件巻込み作業を行う際、網に魚が大量に入っていた

ので、興奮状態で本件巻込み作業を行っていた可能性があると考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、喜志鹿埼北東方沖で揚網作業中、甲板員

Ａが、サイドローラを回転させた状態で本件巻込み作業を行ったた

め、左手が網と同ローラとの間に挟まれ、左腕が同ローラに巻き込ま

れたことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・回転する機器に網等を巻き込ませる作業は、回転を一旦停止させ

てから行うこと。 

 ・船長は、大漁時でも落ち着いて作業するよう乗組員に注意喚起を

行うことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

事故発生場所 

（平成２９年１２月１４日 

２１時００分ごろ発生） 

鹿児島県 

種子島 

喜志鹿埼灯台 

肝付町 
内之浦漁港 

鹿児島市 

西之表市 

屋久島 


